
No 資料名 頁 項目 内容 回答

1 入札説明書 2 2.4.1（1）

「116室程度」とありますが、要
求水準書1.3.4の通り合計116教室
が本事業の対象として確定された
室数と理解して宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

2 入札説明書 6及び７
3.3.2
3.3.4

入札価格が予定価格を超えないこ
ととあるが、設計、施工、維持管
理の各々の提案上限価格も超えな
いことと解釈してよいか。

ご理解のとおりです。

3 入札説明書 13 7.2

予想されるリスクと責任分担は、
「実施方針」P16別添資料1　リス
ク分担表(案）を参考と考えてよ
いか。

ご理解のとおりです。
なお、具体的な内容は基本協定書
（案）及び事業契約書（案）によ
ります。

4 要求水準書 6 1.7.ア

市が提供する対象校の図面等の資
料には配置図、平面図、立面図等
は寸法があるCADデータで提供頂
ける認識で良かったでしょうか。

対象となるCADデータが存在する
場合は提供します。但し、提供
データと現況形状が必ずしも一致
することを保証するものではない
ので、事前調査業務で必ず現況を
確認して下さい。

5 要求水準書 6 1.7.ア

市が提供する対象校の図面等の資
料の中に変圧器の最大電流値
（A）を提供頂けることと解釈し
てよいか。

質疑回答日以降、自家用電気工作
物年次点検報告書（直近データ1
年間分）と電気料金領収書（直近
１年間分）を当課よりCDで貸与し
ます。

6 要求水準書 7 1.7.ア

対象校の図面等の資料には、配置
図、平面図、立面図等で寸法等の
ある詳細な図面も含まれ、CAD
データでご提供頂けるものと理解
して宜しいでしょうか。

No.４を参照して下さい。

7 要求水準書 7 2.2

要求水準書は、設計責任者の配置
を指示していますが、事業契約書
(案)は監理技術者の通知と記載し
ています。設計責任者と管理技術
者は、同じと考えてよいか。

設計責任者は、設計業務を複数企
業が担う際の、統括責任者の役割
と理解して下さい。単独の場合は
管理技術者と同一となります。

8 要求水準書 8 2.3.2(1).ア

室外機、外壁配管設置、施工場所
の限定場所を事前に(適切に)把握
するため設計業務着手前に各校で
設置、保守管理されてある避難器
具一覧を頂くことは可能でしょう
か。

可能とします。
ただし、一覧受領後、資料確認と
併せて現地確認を行ってくださ
い。
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9 要求水準書 9 3.3.1(1).オ

生徒・児童の作品等については唯
一無二のものであるため、保護の
観点から、夏休み等の長期休暇期
間中は各々ご家庭にお持ち帰り頂
くか、本事業の対象室以外の教室
等に移動させておいて頂くことは
可能でしょうか。

作業に支障となる作品等について
は移動可能ですが、それ以外の移
動は考えていません。

10 要求水準書 10 3.3.1(1).サ

「アスベストが発見された場合」
と記載がありますが、校舎内や各
種内装材等に関するアスベスト調
査は完了しているという認識で宜
しいでしょうか。また、調査が完
了していない場合、本事業の施工
に関わる疑わしき場所に関しては
すべて調査を実施するということ
でしょうか。

レベル１（吹付アスベスト）の撤
去は原則完了していると認識して
います。
レベル２（配管保温材等）の調
査・撤去は完了していません。
レベル３（含有建材等）の調査・
撤去は完了していません。
ここでいう「天井内等でアスベス
ト吹付け材が発見された場合」と
は、レベル１と疑わしい物質が予
期せず発見された場合を示してい
ます。この場合の対応費用及び工
期等については別途協議としま
す。
レベル２については原則位置の調
整で対応可能と考えています。移
設が必要な場合は費用を見込んで
下さい。
レベル３については、市が調査を
行った箇所については回答時に資
料提供します。法令に基づき適切
に対処して下さい。

11 要求水準書 10 3.3.1(1).サ

「アスベストが発見された場合」
の処理及び費用については協議と
なっていますが、本事業の施工は
アスベスト処理も含めて本事業の
施工期間内に完了させないといけ
ないのでしょうか。

No.１０を参照して下さい。

12 要求水準書 10 3.3.1(1).サ

「アスベスト吹付材を発見した場
合は市へ報告」となっています
が、各校ごとの市の調査結果の
データのないのでしょうか。デー
タがない場合、施工場所の含有調
査は本事業者が調査を行うという
ことでしょうか。また天井材以外
の外壁吹付け材も同様と考えるの
でしょうか。

No.１０を参照して下さい。

13 要求水準書 10 3.3.1(1).サ

アスベスト有無の事前調査は本事
業に含まれるのでしょうか。含ま
れる場合、本事業の費用に大きく
影響する為、提案金額の評価公平
性を期す意味で、調査が必要な学
校及び箇所を具体的にご教示頂け
ますでしょうか。

No.１０を参照して下さい。

14 要求水準書 10 3.3.1(1).サ

アスベスト含有建材を発見した場
合の対応について、含有の箇所や
範囲により本事業の費用及び工期
に大きく影響する為、アスベスト
含有建材を発見した場合、対応の
費用及び工期については別途協議
として頂けないでしょうか。

No.１０を参照して下さい。



15 要求水準書 10 3.3.1(4)

現場作業日は原則、長期休業日の
8時～17時となっていますが、こ
の条件では本事業の施工期間内で
の引渡し完了は非常に困難と考え
ます。本事業の目的を実現するた
めにも、平日・土日・祝日・夜間
を含めた作業が可能となるよう、
市及び対象校にて配慮願います。

普通教室と比べ特別教室の教室利
用率は低いため、早期に工程を明
示して学校と協議すれば、平日作
業も調整可能と考えています。た
だし、大きな騒音・振動を伴う作
業は原則、長期休業日、土日、祝
日又は放課後を原則として下さ
い。

16 要求水準書 10 3.3.1(4).ア
各小中学校の長期休業日の開示を
お願いします。

令和４年度の長期休業期間の予定
は次のとおりです。

夏季：7月21日～8月31日
冬季：12月24日～1月9日
春季：3月25日～

なお、休業期間中の登校日につい
ては、事前調査時に各学校に確認
して下さい。

17 要求水準書 10 3.3.1(4).ア
平日の放課後及び夜間の現場作業
が可能な時間をご教授願います。

No.１５を参照して下さい。

なお、放課後となる時間帯は、令
和４年度の各校時間割が決定して
からの協議となります。

18 要求水準書 10 3.3.1(4).ア

対象校が定める休校日及び長期休
業日の開示をお願い致します。平
日の放課後及び夜間の時間をご教
授ください。

No.１６～１７を参照して下さ
い。

19 要求水準書 10 3.3.1(4).ウ

やむを得ない事由により平日作業
等が必要なる場合は協議とありま
すが工程上、厳しいと判断した場
合、協議により平日作業は可能で
あるとの理解で宜しいでしょう
か。

No.１５を参照して下さい。

20 要求水準書 10 3.3.1(4).オ
登下校ピーク時の具体的な時間帯
をご教示願います。

登校時は概ね7:30～8:10頃がピー
クとなります。下校時は各校時間
割によります。詳細は事前調査時
に各学校に確認して下さい。

21 要求水準書 10 3.3.1(5)
学校内に仮設事務所・休憩所等の
設備を設置することは可能との理
解で宜しいでしょうか。

対象となる学校の協議了解を条件
とし、可とします。

22 要求水準書 11 3.3.1(6)

試運転調整の判定基準に「メー
カー基準値」・「メーカーが定め
る方法」との記載がありますが、
どのようなものでしょうか。

採用した機器メーカーが定める基
準値、方法をもって判断します。

23 要求水準書 11 3.3.1(6)

原則、冷房運転での試運転調整と
記載がありますが、工事完了時期
が冷房試運転結果が出ない時期
（冬季）となった場合の試運転調
整方法はご教授頂けるのでしょう
か。また、暖房運転における試運
転調整結果は不要と考えて宜しい
でしょうか。

原案のとおり、試運転調整の時期
により冷房運転または暖房運転に
おける試運転の実施とします。



24 要求水準書 11 3.3.1(6)

試運転調整は、施工完了した学校
から試運転若しくは同時時期に試
運転したほうが宜しいでしょう
か？又施工完了後が秋・冬になっ
た場合は、暖房運転での試運転に
なっても宜しいでしょうか。

施工が完了した学校から順次実施
とします。

25 要求水準書 11 3.3.1(6).イ

室外機の騒音測定について「定格
運転に近い運転状態を作り出し
て」との記載がありますが、試運
転調整時における外気や暗騒音の
状態で測定し、判断するというこ
とで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 要求水準書 12 3.3.2(2)

受変電設備容量変更に伴う保安管
理費用の交渉、承認、負担の全て
は市にて行われると理解して宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

27 要求水準書 12 3.3.2.(2).ア
受変電設備の新設及び増設に伴う
保安管理費用の全ては貴市ご負担
と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

28 要求水準書 13 3.3.2(2).エ
機械警備システムの支障を判断で
きる資料を学校ごとにご提示頂け
ますでしょうか。

開示できる資料については、必要
な時期に準備します。

29 要求水準書 13 3.3.2(2).オ
その他、工事に支障となる設備、
システムについて想定されるもの
はどのようなものでしょうか。

照明、自動火災報知設備感知器等
を想定しています。

30 要求水準書 13 3.3.2(4)
共用開始前検査・監理者検査・完
成検査は同時に実施しても良いと
理解して宜しいでしょうか。

供用開始前検査・監理者検査を実
施した後に完成検査を実施してく
ださい。

31 要求水準書 13 3.3.2(4)
撤去対象教室の位置をご教示願い
ます。

原小学校の音楽室となります。
貸与書類の「ア　空調設備整備配
置図」をご確認ください。

32 要求水準書 19 6.1

基準燃費は初年度の実測値から算
出されるものとなっていますが、
例えば、初年度が冷夏であった場
合には基準燃費が低い数値とな
り、次年度以降の実燃費と比較す
ると実燃費＞基準燃費となる可能
性が高くなることが予想されま
す。よって、算出式に温度により
算出される補正係数を入れる等、
評価方式を見直して頂けないで
しょうか。

原案のとおりとします。
ご指摘の場合の評価方法について
は、ご提案ください。



33 要求水準書 19 6.2.1

施工の工期工程上及び既存埋設配
管を考慮し、人及び既存構造物等
に支障がない場合は、基本架空及
び露出配管にて対応させて頂けな
いでしょうか。

6.2.1.セに記載のとおりです。

34 要求水準書 20 6.2.1.チ

[廿日市市立小中学校空調設備整
備事業]において設置した埋設予
備管、配線ラックは使用不可と
し、新たに敷設するものと考えで
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

35 要求水準書 20 6.2.1.ツ

「既存器具の安定期のＰＣＢ含有
調査」は撤去する器具のみで、ま
たPCB含有が確認された場合は、
適正に処分は、市に引き渡すもの
と解釈して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 要求水準書 20 6.2.1.ツ

「法令に従い適正に処分」とあり
ますが、PCB廃棄物は所有者が処
理義務を負う（所有者と認定され
た処理事業者が直接契約する）も
ので、譲渡も禁止されていること
から、事業者が処理することが出
来ない為、「PCB含有の場合は市
の指示に従い、市に引き渡す」と
変更して頂けないでしょうか。

No.３５を参照して下さい。

37 要求水準書 20 6.2.1.テ

屋外条件は吉和地域、その他地域
に分けてとありますが、その他地
域とは吉和地域以外を全て同じ条
件として考えても宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

38 要求水準書 20 6.2.1.テ

屋外条件は吉和地域と、その他地
域に分けて検討とあるが、吉和地
域の外気条件の指定があればご指
示願います。

夏季は同一の条件、冬季は下記条
件にて検討願います。

乾球温度:-8.1℃
絶対湿度:1.3g/㎏(DA)

39 要求水準書 20 6.2.1.テ

外気負荷で外気量算定の基準で調
理室は、「二酸化炭素濃度
1,000ppm以下となる外気量」とあ
りますが、調理室内のガスコンロ
等の燃焼器具の外気量は、計算に
含まないものと考えて宜しいで
しょうか。含む場合は、燃焼器具
の台数・容量等の資料提供をお願
いします。

ご理解のとおりです。

40 要求水準書 21 6.2.2.エ

[廿日市市立小中学校空調設備整
備事業]において設置された室外
機に隣接する位置に本工事の室外
機を設置する場合は、[廿日市市
立小中学校空調設備整備事業]に
おいて設置したネットフェンスの
延長等の加工することは可能で
しょうか。

廿日市市立小中学校空調設備整備
事業で設置した機器・器材などの
加工は不可とします。

41 要求水準書 21 6.2.2.ス

「積雪地域」は「友和小学校」、
「津田小学校」、「佐伯中学
校」、「吉和学園」との理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。



42 要求水準書 22 6.3.1.エ

「既設構造体の貫通は禁止」とあ
りますが、壁等の構造体貫通が必
要となる可能性がある為、現地状
況によっては既設構造体の貫通を
認めて頂けないでしょうか。

柱、梁及び耐力壁の貫通は不可と
します。構造上重要でない雑壁
（垂れ壁、腰壁等）や一定径以下
のスラブの貫通は、鉄筋探査のう
え可とします。

43 要求水準書 22 6.3.1.カ

「廿日市市立小中学校空調設備整
備事業」でガルバリウムラッキン
グを使用している学校については
景観統一の為ガルバリウムラッキ
ングとしても宜しいでしょうか。

貴社見解のとおりとします。

44 要求水準書 22 6.4.1

[廿日市市立小中学校空調設備整
備事業]において設置した空調機
と同様のメーカーを採用する場合
においても、集中管理コントロー
ラー、遠隔監視システムは本工事
専用機器を設置しなければならな
いと考えで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

45 要求水準書 22 6.4.3.イ

「廿日市市立小中学校空調設備整
備事業」にて既設キュービクルの
塗装を行っている場合に対しての
塗装は行わなくてもよいとの理解
で宜しいでしょうか。

前回事業にて塗装済みの場合、今
回は対象外とします。

46 要求水準書 22 6.4.3.イ

キュービクルの更新を行わず改修
した場合は全てのキュービクルの
外装塗装を行わなければならない
のでしょうか。外装部分とは外部
全体を示すのでしょうか。

No.４５を参照して下さい。
塗装が必要となる部分について
は、ご理解のとおりです。

47 要求水準書 23 6.5

[廿日市市立小中学校空調設備整
備事業]においてGHPを採用し当該
GHP専用にガス管を引き込んでい
る学校について、本工事でもGHP
を採用する場合、ガス管の容量に
問題無ければ分岐使用しても宜し
いでしょうか。

ガス供給事業者側の責任施工の範
疇に一元化できる範囲において分
岐を可とします。

48 要求水準書 23 6.5.ウ

受変電設備について「必要に応じ
てＰＣＢ含有分析を行い報告する
こと」で、PCB含有が確認された
場合は、市に引き渡すものと解釈
して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 要求水準書 23 6.5.ウ
PCB含有のある場合は、貴市のご
指示に従い、貴市に引き渡すもの
と理解して宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。



50 様式集
様式11-
10

年間水光熱費の算定に用いる電力
料金の「基本料金」・「従量料金
（電力用料金・燃料費調整単価・
再エネ発電促進賦課金）」は中国
電力株式会社様の値を用いて宜し
いでしょうか？また、燃料費調整
単価・再エネ発電促進賦課金は
月々調整されます（値が変わりま
す）が、何月の単価を用いれば宜
しいでしょうか？同様に、ガス料
金（都市ガス・ＬＰＧ）に関して
もどの会社の・いつ時点の単価を
用いれば良いでしょうか？

質疑回答日以降CDで提供する電気
料金領収書（直近１年間分）を参
考に算定して下さい。
ガス料金については、各ガス供給
事業者の提供する単価等を基に算
定して下さい。

51 様式集

設計業務と維持業務の配置予定調
書は、様式集にありますが、施工
の配置予定調書は無いものとして
考えて宜しいでしょうか？

提出を求めるものとします。
様式集（１）について、様式３－
６－２を追加し、様式３－１０を
修正します。なお、様式３－６－
２「施工業務を行う者の配置予定
調書」において記載を求める配置
予定者とは、入札説明書4.1.2.
②.イに記載の技術者とします。

52 事業契約書 6 第17条の3

要求水準書は、設計責任者の配置
を指示していますが、事業契約書
(案)は監理技術者の通知と記載し
ています。設計責任者と管理技術
者は、同じと考えてよいか。

No.７を参照して下さい。

53

設計企業、施工企業、工事監理企
業、維持管理企業各々が、業務毎
に廿日市市殿と契約と考えてよろ
しいでしょうか。

基本協定書（案）、事業契約書
（案）を事業者が連名で市と契約
します。

54

受変電設備の新設及び既設受変電
設備の改修・更新等が必要か否か
を判断できる資料を各学校ごとに
提示頂けますでしょうか。

事業者提案とします。

55
既存受変電設備の変圧器容量及び
契約電力、既存最大負荷電流値等
の資料をご提供願います。

No.５を参照して下さい。

56

支払いは、代表企業に一括　or　
事業毎　どのような支払い方法に
なりますか。　　　　※構成企業
は業務毎(設計・施工・工事監
理・維持管理)に対して1社or複数
業者有っても宜しいでしょうか。

事業契約書（案）第56条1項、7項
並びに第57条1項、2項のとおり、
設計・施工業務、維持管理業務ご
とに市が支払うことを想定します
が、設計企業及び維持管理企業か
ら委託を受け、代表企業が対価を
一括して受領することも可能で
す。
構成企業は、各業務複数社担うこ
とも可としますが、業務の分担明
細書（任意書式）により分担する
業務内容、金額及び瑕疵責任を明
確にして下さい。


